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備品等管理規程 

                                                          １９９６年６月１日 

制定 

 

（趣  旨） 

第１条  この規程は会計事務規程第７条に基づき必要な事項を定める。 

 

（定  義） 

第２条  この規程で「備品等」とは、本連盟が購入、寄付又は使用貸借契約により取得

し、又は借用して使用する什器、機器、器具若しくはこれに準ずる物をいう。

ただし、建築物と一体となった工作物、設備又は器物を除くものとする。 

 

（管理単位） 

第３条  備品等の管理単位は単品扱いを原則とし、単位は（個）、（台）などの単体表

示とする。ただし、組み合わせることにより用途を満足させるものにあっては、

その組合せごとを管理単位とし、単位は（組）または（式）とする。 

 

（備品管理台帳への登載） 

第４条  備品等であって、以下に掲げるものについては、別に定める「備品管理台帳」

に登載し、管理するものとする。 

２． ３年以上の耐用年数を有しかつ、購入時または備品管理台帳登載時における管

理 

  単位の価格が１０万円以上の物。 

 

（物品の管理） 

第５条 本連盟が取得した物品の管理は、別に定める備品台帳、消耗品受払簿の様式に

より総務本部長の責任のもとに財務担当理事が行う。 

２． 物品のうち、備品、消耗品の区分及び備品の耐用年数等は、総務本部長が会長

の承認を得て定める。 

３． 備品のうち、耐用年数内で処分する必要が生じたものについては、その都度理

事会に諮って、売却価格、売却先等を決めなければならない。 

 

（規程の改廃） 

第６条  この規程の改廃は、理事会の議決による。 
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備品台帳 

 

                                                    （財）神奈川県スキー連盟 

 

備品番号 

                 

         ＳＡＫ備品  第       号 

 

品    名 

 

               （製造会社名            ） 

 

仕    様 

 

 

取得価格 

 

                       円  （間接税を除く） 

 

取得日 

 

           平成  年  月  日（会計整理月日とする）            

 

記事（修理記録など記載） 
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 リース品台帳 

 

                            

川県スキー連盟 

 

品    名 

 

 

仕    様 

  

  

 

契約会社 

  

  

 

連絡者 

 

 所属         氏名           5 

 

  

 

契約価格 

 

                         （円／年・月   ） 

 

  

 

契約日 

 

           平成  年  月  日（契約締結月日とする） 

 

  

 

記事（修理記録など記載） 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


